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地域における相談支援体制と課題

指定相談支援事業者
（委託相談支援事業者）

一般的な相談支援一般的な相談支援（身体（身体・知的知的・精神）精神）

市町村市町村

市 町 村

委託

地域自立支援協議会の運営

都道府県 （都道府県自立支援協議会）

保健・医療保健・医療

養護学校等養護学校等

サービス事業者

当事者等当事者等

企業・就労支援企業・就労支援

障害者相談員障害者相談員

指定相談
支援事業者

相談支援従事
者研修事業

その他の専門的
・広域的な事業

障害児等療育
支援事業費

相談員手当
都道府県相談支
援体制整備事業

人材育成 療育支援
アドバイザー派遣

による支援相談員配置支援・連携

ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費

支給決定



障害者相談支援事業のイメージ

・認定調査の実施
・サービス利用意向の聴取

地域自立支援協議会の運営

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援・学校

相談支援事業者

地域自立支援協議会

福祉サービス利用援助

自立支援協議会を市町村が
設置し、中立・公正な事業運
営の評価を行う他、権利擁
護等の分野別サブ協議会等
を設置運営する。

（市町村単位・圏域単位）

障害程度区分にかかる認定調査
の委託の場合

相談支援専門員

・委託相談支援事業の運営評価
・中立公平性の確保
・困難事例への対応協議調整
・ネットワーク構築
・地域資源の開発改善
・人材活用（専門的職員・アドバイザー）

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

社会資源の活用支援

社会生活力を高めるための支援

権利擁護のための必要な事業

ピアカウンセリング

専門機関の紹介

権利擁護
就労支援

地域移行 等

サブ協議会

・サービス利用計画作成・ﾌｫﾛｰ支援
・利用者負担額の上限管理

サービス利用計画作成・フォロー
の場合

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議

利用者

異分野多職種協働

総合的な相談支援

地域生活支援事業

障害者相談
支援事業
（交付税）

住宅入居等
支援事業

(居住ｻﾎﾟｰﾄ

事業）

成年後見制
度利用支援

事業

市町村相談
支援機能強
化事業

障害者相談員

民生委員



ライフステージ移行と障害者相談支援について

小学校 中学校 高校 就 労
日中活動

特別支援教育Ｃｏによる個別の教育支援計画

アフター計画

卒
業

乳幼児期

児童デイサービス・
通園施設

幼稚園・保育所

入
学

早
期
発
見
・
早
期
対
応

移行支援計画移行支援計画

相談支援専門員による個別支援計画（サービス利用計画）

障害者相談支援事業（市区町村毎）

障害者就業・生活支援センター事業（圏域毎）

発達障害者支援センター運営事業（都道府県全域毎）

障害児等療育支援事業（圏域毎）

個別の
移行支援
会議

個別の
移行支援
会議

個別の
移行支援
会議

個別の
移行支援
会議

個別の
事後支援
会議



自立支援協議会の目的・機能

・中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価
・サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業等の評価
・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業
の活用

評価機能

情報機能

調整機能

・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信

・地域の関係機関によるネットワーク構築
・困難事例への対応のあり方に対する協議、調整

・地域の社会資源の開発、改善開発機能

権利擁護機能

教育機能 ・構成員の資質向上の場として活用

・権利擁護に関する取り組みを展開する



地域自立支援協議会地域自立支援協議会はプロセス（個別課題の普遍化）はプロセス（個別課題の普遍化）

専門部会
毎月開催

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

ニーズ・課題
・困難ケース等

毎月開催・随時運営会議（事務局会議）

一般的な協議会のイメージ

機能する協議会のイメージ

＊個別の支援会議は協議会の命綱
これが開催されないと、協議会の議論が
空回りする場合が多い。
＊本人を中心に関係者が支援する支援
を行う上での課題を確認する場

ポイント１

＊個別の支援会議で確認した課題の取
扱いについて運営会議で協議・調整
（交通整理役、協議会のエンジン）

ポイント２

＊課題別に具体的議論を深める。社会
資源の改善・開発を全体会に提案

Ａさんの Ｂさんの Ｃさんの Ｄさんの

ポイント４

＊全体会において地域全体で確認

ポイント５

定例会 毎月開催

全体会 年２～３回

＊定例会で地域の情報を共有し、具体
的に協議する場

（参加者は現場レベル）

ポイント３



相 談 支 援 の 実 施 状 況 に つ い て

１１ 障害者相談支援事業の実施方法（市町村実施率：障害者相談支援事業の実施方法（市町村実施率：100%100%））

１７％５８％２５％

市町村直営＋委託指定相談支援事業者等に委託市町村直営

２２ 市町村相談支援機能強化事業の実施状況市町村相談支援機能強化事業の実施状況

５７％８％３５％

未 実 施Ｈ１９年度中に実施予定実 施 済

３３ 居住サポート事業の実施状況居住サポート事業の実施状況

８２％６％１２％

未 実 施Ｈ１９年度中に実施予定実 施 済

市町村相談支援体制

地域自立支援協議会

１１ 地域自立支援協議会の設置状況地域自立支援協議会の設置状況

都道府県相談支援体制整備

実 施 済
都道府県直営

指定相談支援事業者等
に委託

未 実 施

１１ 都道府県相談支援体制整備事業の実施状況都道府県相談支援体制整備事業の実施状況

都道府県自立支援協議会

１１ 都道府県自立支援協議会の設置状況都道府県自立支援協議会の設置状況

実 施 済
H19年度中に設置予定 設置予定なし

未 設 置

５１％ ２９％ ２０％

５７％ １３％ ４４％ ４３％

設 置 済 平成19年度中に設置予定

７０％ ３０％

平成19年4月1日現在

平成19年4月1日現在

平成19年4月1日現在

平成19年4月1日現在

平成19年12月1日現在(1759市町村/1798市町村の状況)

平成19年12月1日現在


